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 １  計画策定における背景と目的 

「あきる野市地域保健福祉計画」は、本市における保健・福祉に関する総合的な指針と

なるものであり、社会福祉法（昭和 26 年法律 45 号）第 107 条に基づく「市町村地域福祉

計画」です。 

「あきる野市地域保健福祉計画」は、健康の保持増進に関する保健サービスと、毎日の

生活をさまざまな側面から支える福祉サービスを連携して総合的・一体的に推進すること

を目的に平成 12 年３月に初めて策定し、社会情勢の変化などを踏まえながら５年ごとに改

定を行ってきました。 

介護保険制度、障がい者支援制度、子ども・子育て支援制度などの制度や分野ごとの「縦

割り」では解決が困難なに対応するために、令和２年３月に策定した「あきる野市地域保

健福祉計画」では、福祉分野別計画の上位計画として、それぞれの関連計画の道標となる

横断的な構成としていました。 

近年、我が国では少子高齢化が進行するとともに、家族形態も多様化しており、地域住

民間のつながりも希薄化する傾向にあります。暮らしの中での生活課題も、高齢の親がひ

きこもりの子どもと同居している 8050 問題や親の介護と子どもの世話を同時に行ってい

るダブルケアの問題、家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認めら

れる子ども・若者、いわゆるヤングケアラー、ひきこもり、生活困窮など多岐にわたって

おり、複合化・複雑化する課題を抱える個人や世帯も増加しています。 

このような状況や課題を踏まえ、これまでの枠や「支え手」「受け手」といった関係を超

え、人と人、人と社会がつながり、助け合いながら生活することができる地域を構築する、

地域共生社会の実現が求められています。 

今回の新しい「あきる野市地域保健福祉計画」では、各分野の制度では解決できない課

題を抱える制度の狭間にいる人や多様化する課題にも対応しながら、地域生活課題を解決

するため、社会福祉法の第 107 条に基づき、ゆるやかにつながる環境の構築や包括的に受

け止める体制づくりの施策を定めています。また、各分野別計画における施策を推進して

いくための理念となる計画としています。 
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地域共生社会とは 

制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民

や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながること

で、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を指していま

す。 

※参考：厚生労働省 地域共生社会のポータルサイト 
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 ２  地域福祉計画に盛り込むべき事項 

社会福祉法の第 107 条では、市町村に、地域福祉の推進に関する事項として次の５事項

を一体的に定める計画として、地域福祉計画を策定することが求められており、これらを

盛り込むことが「市町村地域福祉計画」であるための条件となります。計画の策定におい

ては、法改正の趣旨を理解し、具体的な内容を示すとともに、その他必要な事項を加えて

計画を策定する必要があります。  

  

地域福祉計画に盛り込むべき事項 

 

  

  

（１）地域における⾼齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関
し、共通して取り組むべき事項 

（２）地域における福祉サービスの適切な利⽤の促進に関する事項 

（３）地域における社会福祉を⽬的とする事業の健全な発達に関する事項 

（４）地域福祉に関する活動への住⺠の参加の促進に関する事項 

（５）地域⽣活課題の解決に資する⽀援が包括的に提供される体制の整備に関す
る事項 
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 ３  計画の位置付け 

「あきる野市地域保健福祉計画」（以下「本計画」という。）は、「第２次あきる野市総合

計画」を上位計画とするとともに、福祉分野の個別計画の上位計画として位置付けられま

す。また、本市が策定するその他の関連する計画や、あきる野市社会福祉協議会が社会福

祉法第 109 条の規定に基づき策定する「地域福祉活動計画」とも連携し、地域福祉の推進

を図るものです。 

本計画では、成年後見制度利用促進法（平成 28 年法律 29 号）第 14 条第１項に規定する

市町村成年後見制度利用促進計画及び、再犯の防止等の推進に関する法律（平成 28 年法律

104 号）第８条第１項に規定する市町村再犯防止推進計画を包含して策定します。 

なお、既に策定している分野別計画において、地域福祉計画に盛り込むべき事項が記載

されている場合には、重なる部分について、その計画の全部又は一部をもって地域福祉計

画の一部とみなすことができるとされていることから、本計画に盛り込むべき事項が記載

されているあきる野市障がい者福祉計画（障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉

計画）、あきる野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画、あきる野市健康増進計画「め

ざせ健康あきる野 21」、あきる野市自殺対策推進計画、あきる野市子ども・子育て支援総合

計画については、「あきる野市地域保健福祉計画」の一部とみなし、本計画の理念をもって

推進していくこととします。 
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 ４  計画の期間 

本計画の期間は、令和７年度から令和 11 年度までの５年間とします。 

最終年に当たる令和 11 年度には、社会情勢や計画の進捗状況、関連計画との整合性を踏

まえた改定作業を行い、令和 12 年度を初年とする新たな計画を策定します。 

なお、社会情勢の変化等に応じ、必要な見直しを行っていくものとします。 

 

  

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

第５期

子ども・子育て支援総合計画
（Ｒ２～Ｒ６）

子ども・子育て支援総合計画
（Ｒ７～Ｒ11）

・・・

・・・

・・・

・・・

障がい者福祉計画
（Ｒ６～Ｒ８）

第７期 第８期 第９期 第10期

障がい者福祉計画
（Ｒ３～Ｒ５）

地域保健福祉計画
（Ｒ７～Ｒ11）

地域保健福祉計画
（Ｒ２～Ｒ６）

Ｒ11
/2029

第２次あきる野市総合計画第１次

Ｒ４
/2022

Ｒ５
/2023

Ｒ６
/2024

Ｒ７
/2025

Ｒ８
/2026

Ｒ９
/2027

Ｒ３
/2021

Ｒ10
/2028

あきる野市高齢者保健福祉計画
・介護保険事業計画

あきる野市健康増進計画
「めざせ健康あきる野21」

あきる野市自殺対策推進計画

あきる野市地域福祉活動計画
（あきる野市社会福祉協議会）

Ｒ２
/2020

障がい者
福祉計画

あきる野市総合計画

あきる野市
地域保健福祉計画

あきる野市障がい者福祉計画
（障がい者計画・障がい福祉計画・
障がい児福祉計画）

あきる野市子ども・子育て支援
総合計画

第２次

自殺対策推進計画
（Ｒ２～Ｒ６）

自殺対策推進計画
（Ｒ７～Ｒ11）

第４期 第６期
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 ５  ＳＤＧｓについて 

ＳＤＧs（持続可能な開発目標）は、誰一人取り残さない持続可能でよりよい社会の実現

を目指す世界共通の目標で、平成 27 年９月の国連サミットにおいて、全ての加盟国が合意

した「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」において掲げられました。令和 12 年を

達成年限とし、経済・社会・環境などに係る 17 のゴールと 169 のターゲットから構成され

ており、令和２年からの 10 年をＳＤＧs 達成に向けた『⾏動の 10 年』とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画においては、特に以下に掲げるＳＤＧｓの 10 の目標に関連しています。 

【ＳＤＧｓ17 の目標（ゴール）（国際目標）】 

※参考：外務省 
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１  市の人口・世帯 

 
（１）人口の推移 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 総人口はゆるやかな減少傾向にあり、令和４年には 80,000 人を下回っています。今後も

同様の傾向が続くものと想定され、令和８年には 79,000人を下回る推計となっています。 

・  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 生産年齢人口（15～64 歳）及び年少人口（０～14 歳）は減少する一方で、老年人口（65

歳以上）は増加する傾向が続いています。  

12.7 12.5 12.2 12.0 11.7 11.4 11.4 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 
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（％）
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【人口の推移】 

※各年 10 月１日現在、外国人を含む 

※今回の人口推計に当たっては、「第２次あきる野市総合計画」における今後の人口の見通しを、

令和５年度までの人口実績値で補正し算出いたしました。 

※各年 10 月１日現在、外国人を含む 

※今回の人口推計に当たっては、「第２次あきる野市総合計画」における今後の人口の見通しを、

令和５年度までの人口実績値で補正し算出いたしました。 

【年齢別構成比の推移】 

10,280 10,045 9,813 9,611 9,350 9,037 9,001 8,964 8,940 8,915 8,891 8,866 
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・令和５年の外国人人口は 1,279 人となっており、５年前の平成 30 年に比べて 457 人増加

しています。 

・総人口に占める外国人人口の割合も、あきる野市、東京都（市部）それぞれで増加傾向

にあります。東京都（市部）は平成 30 年から令和５年までに 0.37 ポイント、あきる野

市は 0.59 ポイント増加しており、東京都（市部）と比較して増加割合が大きいことがう

かがえます。  

　　後期高齢者
　 （75歳以上）

14,228 17.9

　　前期高齢者
　 （65～74歳）

10,100 12.7

合　計

老年人口

人口
（人）

46,214

9,037

79,579

24,328

区　分

　　生産年齢人口
　 （15～64歳）

　　年少人口
　 （０～14歳）

構成比
（％）

58.0

11.4

100.0

30.6

男性 女性

85-

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

【あきる野市の人口】 
【人口構成（ピラミッド）】 

※人口ピラミッドの中央の数字 ＝ 年齢 

※令和５年 10 月１日現在、外国人を含む 

【外国人人口と総人口に占める割合】 

※各年 10 月１日現在、出典：あきる野統計、東京都統計 
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（２）世帯の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・世帯数は増加傾向が続いており、令和５年では 37,091 世帯、平成 29 年と比べると 1,973

世帯の増加となっています。 

・一方、一世帯当たりの人員は減少を続け、令和５年の一世帯当たりの人員は 2.15 人とな

っています。増加する世帯数に比べ、世帯の規模は年々縮小していることがうかがえま

す。 

 
・地域別（ブロック別）の人口は、次ページのとおりです。人口が最も多い地域は第２ブ

ロックの 29,137 人、次に第１ブロックの 17,288 人となっており、第２ブロックと第１

ブロックの合計で総人口の 58.3％を占めていることから、当該地域に人口が集中してい

ることがうかがえます。 

・年少人口比率が最も高い地域は第４ブロック（12.4％）、生産年齢人口比率が最も高い地

域は第２ブロック（60.5％）、高齢化率が最も高い地域は第６ブロック（48.8％）です。

第６ブロックでは年少人口比率が 6.9％と、他のブロックと比べて低く、生産年齢人口

も唯一４割台となっています。 

  

【世帯と世帯当たりの人員】 

※各年 10 月１日現在、出典：あきる野統計 
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（３）地域別（ブロック別）の人口 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

男性 女性

85-

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

■第４ブロック＿人口 10,149人

ブロック人口／総人口：12.8％

　　後期高齢者人口比率：18.0%

　　前期高齢者人口比率：13.5%

　　生産年齢人口比率：56.1%

　　年少人口比率：12.4%

山田、上ノ台、網代、伊奈、横沢、三内

高齢化率

31.5％

男性 女性

85-

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39
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25-29
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10-14

5-9

0-4

男性 女性

85-

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

■第６ブロック＿人口 1,844人

ブロック人口／総人口：2.3％

　　後期高齢者人口比率：28.7%

　　前期高齢者人口比率：20.1%

　　生産年齢人口比率：44.3%

　　年少人口比率：6.9%

小和田、深沢、戸倉、乙津、養沢

高齢化率

48.8％

■第５ブロック＿人口 8,588人

ブロック人口／総人口：10.8％

　　後期高齢者人口比率：19.3%

　　前期高齢者人口比率：15.4%

　　生産年齢人口比率：55.2%

　　年少人口比率：10.2%

五日市、小中野、留原、高尾、舘谷、舘谷台、入野

高齢化率

34.6％

第 6 ブロック 

第５ブロック 
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第３ブロック 第２ブロック 

第１ブロック 

第４ブロック 

男性 女性

85-

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

■第１ブロック＿人口 17,288人

ブロック人口／総人口：21.7％

　　後期高齢者人口比率：18.8%

　　前期高齢者人口比率：11.6%

　　生産年齢人口比率：58.0%

　　年少人口比率：11.6%

草花、菅生、瀬戸岡、原小宮、原小宮一～二丁目

高齢化率

30.4％

男性 女性

85-

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

■第２ブロック＿人口 29,137人

ブロック人口／総人口：36.6％

　　後期高齢者人口比率：16.6%

　　前期高齢者人口比率：11.7%

　　生産年齢人口比率：60.5%

　　年少人口比率：11.1%

雨間、野辺、小川、小川東一～三丁目、二宮、
二宮東一～三丁目、平沢、平沢東一丁目、
平沢西一丁目、切欠、秋川一～六丁目、
秋留一～五丁目

高齢化率

28.3％

男性 女性

85-

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

■第３ブロック＿人口 12,573人

ブロック人口／総人口：15.8％

　　後期高齢者人口比率：17.0%

　　前期高齢者人口比率：12.8%

　　生産年齢人口比率：58.1%

　　年少人口比率：12.1%

引田、渕上、上代継、下代継、牛沼、油平

高齢化率

29.8％

※高齢者人口比率は小数第２位を四捨五入し

ているため、前期及び後期高齢者人口比率

を足しても一致しない場合がある 

※人口ピラミッドの中央の数字＝年齢 

※令和５年 10 月１日現在、外国人含む 

  後期高齢者人口（75 歳以上） 

  前期高齢者人口（65～74 歳） 

  生産年齢人口（15～64 歳） 

  年少人口（０～14 歳） 
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 ２  支援を必要とする人や家族の状況 

 
（１）子ども・子育て世帯を取り巻く動向 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・18 歳未満の子ども人口は減少し続けており、特に乳幼児（０～５歳）の減少数が多くな

っています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・あきる野市の合計特殊出生率は東京都全体を上回ってはいるものの、大幅な減少傾向に

あり、令和４年では東京都（市部）を下回っています。４年前の平成 30 年に比べて 0.23

減少しています。  

1.33

1.30

1.18

1.21

1.10

1.27

1.23

1.18

1.15

1.12
1.20

1.15

1.12

1.08

1.04
1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

Ｈ30年

（2018）

Ｒ１年

（2019）

Ｒ２年

（2020）

Ｒ３年

（2021）

Ｒ４年

（2022）

あきる野市

東京都（市部）

東京都（全体）

3,648 3,518 3,462 3,295 3,168 3,123 2,904

5,226 5,206 5,066 4,942 4,898 4,705 4,617

2,399 2,277 2,352 2,306 2,332 2,318
2,268

1,610 1,632 1,570
1,559 1,573 1,534

1,597

12,883 12,633 12,450
12,102 11,971 11,680 11,386

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Ｈ29年

（2017）

Ｈ30年

（2018）

Ｒ１年

（2019）

Ｒ２年

（2020）

Ｒ３年

（2021）

Ｒ４年

（2022）

Ｒ５年

（2023）

18歳未満人口

16～17歳

学齢生徒

（13～15歳）

学齢児童

（６～12歳）

乳幼児

（０～５歳）

（人）

【子ども人口】 

※各年 10 月１日現在、外国人を含む 

【合計特殊出生率】 

※出典：東京都保健福祉局 人口動態統計 
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・特定教育・保育施設等の箇所数においては、令和元年度以降増減はありません。利用者

数（実人数）はこれまで微増傾向が続いていましたが、令和５年度に減少へ転じていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・幼稚園及び認定こども園（教育認定）の利用者数(実人数)は減少し続けており、令和２

年度に 700 人を下回り、令和５年度は 544 人となっています。５年前の平成 30 年度と比

べて 278 人減少しています。  

822
769

667
621

583
544 

0

200

400

600

800

1,000

Ｈ30年度

（2018）

Ｒ１年度

（2019）

Ｒ２年度

（2020）

Ｒ３年度

（2021）

Ｒ４年度

（2022）

Ｒ５年度

（2023）

（人）

3 3 3 3 3 3

13 13 13 13 13 13

2 
4 4 4 4 4

5 

5 5 5 5 5

23 

25 25 25 25 25

1,958 1,963 1,983 1,983 1,993 
1,901 

0

500

1,000

1,500

2,000

0

10

20

30

Ｈ30年度

（2018）

Ｒ１年度

（2019）

Ｒ２年度

（2020）

Ｒ３年度

（2021）

Ｒ４年度

（2022）

Ｒ５年度

（2023）

合計

小規模保育事業所

認定こども園(保育認定)

私立保育所

公立保育所

認定率（％）（第１号のみ）

特定教育・保育施設等

利用者数

（箇所） （人）

【特定教育・保育施設等の箇所数及び利用者数（実人数）】 

※各年年度末、出典：各年事務報告書 

【幼稚園及び認定こども園（教育認定）利用者数（実人数）】 

※各年度５月１日現在、参照：あきる野統計及び各年事務報告書 
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・こども家庭センターは、母子保健及び児童福祉機能の一体的な運営を通じて、妊娠期か

ら子育て期における、18 歳未満のお子さんや子育て中の保護者などを対象に、切れ目な

く相談支援を行います。 

・令和５年度に同センターに寄せられた、児童福祉に関する相談件数は 646 件となり、令

和元年度以降は 600 件台で推移しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ファミリー・サポート・センターは、育児の援助をしたい方（提供会員）と、育児の援助

をしてほしい方（依頼会員）が会員となり、地域の中で助け合いながら子育ての援助活

動をする会員組織です。 

・育児の援助をする提供会員は 200 人前後、援助をしてほしい依頼会員は 560 人前後で推

移しています。 

・こどもの人口は減少していますが、相談や支援に関しては、ニーズがあることがうかが

われます。 

  

196 194 196 200 193 192 

565 568 552 550 558 561 

17 13 13 12 15 14 778 775 761 762 766 767 

0

300

600

900

Ｈ30年度

（2018）

Ｒ１年度

（2019）

Ｒ２年度

（2020）

Ｒ３年度

（2021）

Ｒ４年度

（2022）

Ｒ５年度

（2023）

合計

登録会員数（両方）

登録会員数（依頼）

登録会員数（提供）

合計

（人）

535

657
625 641 618

646 

0

200

400

600

800

Ｈ30年度

（2018）

Ｒ１年度

（2019）

Ｒ２年度

（2020）

Ｒ３年度

（2021）

Ｒ４年度

（2022）

Ｒ５年度

（2023）

（件）

【こども家庭センター相談件数】 

※各年年度末、出典：各年事務報告書 

※各年年度末、出典：各年事務報告書 

【ファミリー・サポート・センター登録者数】 



◇第２章 あきる野市の地域福祉を取り巻く現状◇ 

19 

 

（２）障がい者（児）を取り巻く動向 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・身体障害者手帳所持者数は令和元年度以降減少傾向にあり、精神障害者保健福祉手帳所

持者数は増加傾向が続いています。知的障がい者（児）が対象となる、愛の手帳所持者

数は令和４年度まで微増傾向が続いていましたが、令和５年度は減少しています。 

・難病医療費等助成制度対象者数は概ね増加傾向で推移しています。精神障害の自立支援

医療承認件数は令和３年度以降増加傾向が見られ、令和５年度では 1,500 件を超えてい

ます。  

1,316 
1,385

1,352
1,419

1,481

1,564 

548 
602

660 639 648 672 

706 727

741

760

787
783 

684 
716

747

760

791
862 

300

600

900

1,200

1,500

1,800

Ｈ30年度

（2018）

Ｒ１年度

（2019）

Ｒ２年度

（2020）

Ｒ３年度

（2021）

Ｒ４年度

（2022）

Ｒ５年度

（2023）

身体障害者手帳

所持者数

精神障害／

自立支援医療承認件数

難病医療費等

助成対象者数

愛の手帳所持者数

精神障害者保健福祉手帳

所持者数

2,304 

2,415
2,381 2,368 2,345

2,314 

2,200

2,500

（人）

【障害に関する手帳所持者数等】 

※各年年度末、出典：各年事務報告書 
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・市内には、障がい者（児）に関する相談機関として、障がい者基幹相談支援センター及

び障がい者就労・生活支援センター「あすく」があります。 

・障がい者基幹相談支援センターでは、相談支援に関する業務を総合的に提供するととも

に、地域の相談支援事業者と連携し、相談支援の充実を図っています。また、障がい者

就労・生活支援センター「あすく」では一般就労の機会の拡大を図るとともに、身近な

地域において就労面と生活面の支援を一体的に提供しています。 

・障がい者基幹相談支援センターの相談支援利用者数（延人数）は、平成 30 年度以降 5,000

人台で推移していましたが、令和５年度は 6,680 人と大幅に増加しています。障がい者

就労・生活支援センター「あすく」の相談件数についても、4,000 件台の推移から、令和

５年度には 5,310 件と増加しております。  

【障がい者（児）に関する相談支援利用者数・相談件数】 

※各年年度末、出典：各年事務報告書 

5,747 5,683

5,069 5,251
5,484

6,680 

4,372
4,106

5,201

4,132

4,896
5,310 

Ｈ30年度

（2018）

Ｒ１年度

（2019）

Ｒ２年度

（2020）

Ｒ３年度

（2021）

Ｒ４年度

（2022）

Ｒ５年度

（2023）

障がい者基幹相談支援センター相談支援利用者数（延人数）

障がい者就労・生活支援センター「あすく」相談利用件数（件）
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（３）高齢者を取り巻く動向 
 

 

 

 

 

 

 

・65 歳以上の高齢者人口と高齢化率は増加・上昇し続けており、令和５年 10 月１日現在

の高齢者人口は 24,328 人、５年前の平成 30 年と比べて 610 人の増加となっています。 

・後期高齢者人口は、平成 30 年から令和５年にかけて大幅に増加し、14,000 人を超えて

います。今後は前期高齢者がほぼ横ばいで推移し、後期高齢者は増加傾向が続く推計と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・令和６年 1 月 1 日現在の高齢化率は 30.6％となっており、東京都（市部）に比べて 5.0

ポイント高い状況となっています。  

29.0
29.4

29.8 30.1 30.3 30.5 30.6

24.6 24.8 25.0 25.2 25.4 25.4 25.6

22

24

26
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30

32

Ｈ30年

（2018）

Ｈ31年

（2019）

Ｒ２年

（2020）

Ｒ３年

（2021）

Ｒ４年

（2022）

Ｒ５年

（2023）

Ｒ６年

（2024）

あきる野市

東京都（市部）

（％）

11,555 11,190 11,194 11,116 10,706 10,100 10,110 10,120 10,143 10,166 10,188 10,211 

12,163 12,780 12,989 13,151 13,636 14,228 14,252 14,276 14,318 14,361 14,403 14,444 

23,718 23,970 24,183 24,267 24,342 24,328 24,362 24,396 24,461 24,527 24,591 24,655 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Ｈ30年
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Ｒ１年
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Ｒ２年
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Ｒ３年

（2021）

Ｒ４年

（2022）

Ｒ５年

（2023）

Ｒ６年

（2024）

Ｒ７年

（2025）

Ｒ８年

（2026）

Ｒ９年

（2027）

Ｒ10年

（2028）

Ｒ11年

（2029）

合計

後期高齢者

前期高齢者

実 績 推 計

（人）

【高齢者人口/前期高齢者数（65～74 歳） 

・後期高齢者数（75 歳以上）】 

※各年 10 月１日現在、外国人を含む 

【高齢化率（65 歳以上人口が総人口に占める割合）】 

※各年１月１日現在、出典：あきる野統計、東京都統計 
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・介護保険サービスを利用するために必要な要支援・要介護認定者数と認定率は増加し続

けており、要介護認定別では要介護１の増加が大きくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市内には高齢者やその家族の相談に応じる地域包括支援センターが３か所設置されてい

ます。相談件数はコロナ禍の影響で令和３年度及び４年度で 10,000 件を超える状況とな

り、令和５年度では 9,514 件となっています。 

  

2

3 3 3 3 3

6,643 6,908 6,788

10,293
10,801

9,514

0

2,000

4,000

6,000

8,000
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Ｒ５年度

（2023）

地域包括支援センター数 総合相談件数
（箇所） （件）

267 300 348 379 404 438
437 452 459 474 445 463

706 756 786 853 904 890

644 666 694 682 681 682
531

542
577 591 609 618566
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366 328
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3,685 3,777

3,907 4,006 4,111
15.0 
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Ｒ５年度
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合計

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

認定率（％）（第

認定率（％）

（第１号のみ）

（人） （％）

※各年年度末、出典：各年事務報告書 

【地域包括支援センター箇所数・総合相談件数】 

※各年年度末、出典：各年事務報告書 

【要支援・要介護認定者数】 



◇第２章 あきる野市の地域福祉を取り巻く現状◇ 

23 

 

（４）生活困窮者を取り巻く動向 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・生活保護の被保護世帯数、被保護人員数ともに概ね横ばい状態で推移しています。人口

1,000 人あたりでは 12.6 人（保護率＝12.6 パーミル）となっており、令和４年度以降増

加傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・生活保護の被保護世帯構成比をみると、傷病者世帯が減少しており、障がい者世帯が増

加傾向にあります。  
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【生活保護 被保護世帯数・被保護人員数・保護率】 

※各年年度末、出典：各年事務報告書 

【生活保護 被保護世帯構成比】 

※各年年度末、出典：各年事務報告書 
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・生活困窮者自立支援事業は、生活保護に至る前の人の生活全般にわたる困りごとなどの

相談支援を行っています。生活の困りごとや不安を抱えている人への相談支援を行う自

立相談支援事業をはじめ、住居確保給付金の支給、家計改善支援事業、就労準備支援事

業などを実施しています。 

・生活困窮者自立支援事業の相談件数は、令和２年度にコロナ禍の影響で 1,300 件を超え

ましたが、以降はコロナ禍以前の件数に戻りつつあります。  

590 
480 

1,350 

1,045 

723 

544 
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H30年度
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Ｒ５年度

（2023）

（件）

【生活困窮者自立支援事業相談件数（初回相談＋継続相談）】 

※各年年度末、出典：各年事務報告書 
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（５）市民の健康づくりを取り巻く動向 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・65 歳の人が何らかの障害のために日常生活動作が制限されるまでの年齢を平均的に表し

た、65 歳健康寿命は、男性、女性ともに東京都の平均に比べ高くなっています。男性は

令和３年以降延伸傾向が見られますが、反対に女性は短縮傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地域イキイキ元気づくり事業は、地区の会館等を利用して、広い世代の方を対象に健康

づくりと介護予防を目的として実施している事業です。令和２年度は新型コロナウイル

ス感染症拡大防止のため開催することができませんでしたが、令和５年度では一般参加

者数が 4,853 人となっています。  

6,744 

6,035 

0 

2,531 

4,723 4,853 
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8,000

Ｈ30年度
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Ｒ２年度
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Ｒ３年度
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Ｒ４年度

（2022）

Ｒ５年度
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（人）

84.2 84.3 84.4 84.5 84.3 84.2

82.7 82.7 82.8 82.9 83.0 82.9

79
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Ｈ29年

（2018）

Ｈ30年

（2018）

Ｒ１年

（2019）

Ｒ２年
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Ｒ３年
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Ｒ４年

（2022）

あきる野市

東京都

女性

82.4
82.2 82.1 82.1 82.2 82.3

81.1 81.2 81.3 81.4 81.4
81.3

79

80

81

82

83

84

85

あきる野市

東京都

男性

（歳）

※出典：あきる野市統計、「保健医療福祉データ集」（西多摩保健所） 

【65 歳健康寿命（東京都保健所長会方式・要支援１以上）】 

【地域イキイキ元気づくり事業 一般参加者数】 

※各年年度末、出典：各年事務報告書 
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（６）権利擁護を取り巻く動向 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・あきる野市社会福祉協議会が実施している地域福祉権利擁護事業では、認知症高齢者や

知的障害、精神障害等により判断能力の低下した人を対象として、福祉サービスの利用

援助や生活費の金銭管理、通帳、印鑑等の重要書類の預かりなどを支援しています。相

談件数は年度によって差があるものの、おおむね横ばい傾向が続いており、令和５年度

では 1,473 件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害等で判断能力が不十分なために自分自

身で財産管理や法律行為を行うことが難しい場合には、家庭裁判所が成年後見人等を選

任し、本人を支援する制度です。  

・市長は、「本人の福祉を守るため特に必要があると認めるとき」には、家庭裁判所に対し

て後見開始等の審判の申立てを行うことができます。身寄りのない人等への支援や虐待

事案等、市長申立てを実施するケースが増えています。  

3

4 4 4

1

6 

0

2

4

6

8

Ｈ30年度

（2018）
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実人員数 相談件数（人） （件）

【地域福祉権利擁護事業の相談件数・実人員数】 

※各年年度末、出典：あきる野市社会福祉協議会 事業報告・決算書 

【後見開始等の審判 市長申立件数】 

※各年年度末、出典：各年事務報告書 
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 ３ 地域福祉推進にかかる関係者・機関・団体の状況 

（１）関係者・機関・団体など 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・町内会・自治会数は、令和５年度においては 83 となっています。加入世帯数についても

令和５年度では 15,028 世帯となっており減少が続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・民生委員・児童委員は、常に住民の立場に立ち、地域のボランティアとして社会福祉の

増進を図るため、それぞれの担当区域で調査・相談・指導・助言などの援助活動に当た

るほか、関係行政機関などへの連絡、協力活動を行っています。相談・支援件数は年度

によって差がありますが、令和３年度と４年度は 1,234 件、令和５年度では 1,357 件と

増加しています。  
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（人） （件）

85 85 84 83 83 83

17,669
17,296

16,720
16,159

15,633

15,028
14,000

16,000

18,000

20,000

0

50

100

Ｈ30年度

（2018）

Ｒ１年度

（2019）

Ｒ２年度

（2020）

Ｒ３年度

（2021）

Ｒ４年度

（2022）

Ｒ５年度

（2023）

町内会・自治会数

加入世帯数

（世帯）

※各年４月１日現在、出典：各年事務報告書 

【民生委員・児童委員数及び相談・支援件数】 

※各年年度末、出典：各年事務報告書 

【町内会・自治会数及び加入世帯数】 
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・保護司は、法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員で、犯罪や非行をした人の立

ち直りを地域で支えるボランティアです。 

・保護司の数は横ばいの状況が続いていますが、高齢化等により今後減少が見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・健康づくり市民推進委員は、町内会・自治会から推薦され、市と協働で健康づくりの推

進を図っています。令和５年度の委員数は、114 人です。 
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【健康づくり市民推進委員数】 

※各年４月１日現在、出典：各年事務報告書 

【西多摩地区保護司会あきる野分区 保護司数】 

※各年４月１日現在、あきる野市福祉総務課集計 
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・ふれあい福祉委員は各町内会・自治会から推薦され、あきる野市社会福祉協議会会長が

委嘱し、子どもや障がい者、地域の高齢者へのふれあい活動を支援し、市民が安心して

暮らせるための声かけや見守り活動を進めています。令和５年度は 409 人が市内６地区

でふれあい福祉委員会を組織し、福祉活動を推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・高齢者クラブは、生きがいをもって安心して暮らしていけるよう、健康で自立し、身近

な仲間と支え合いながら、住みよい地域づくりを進める活動をしています。令和５年度

時点では、市内に 42 クラブあり 2,639 人が活動しています。 
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※各年年度末、出典：あきる野市社会福祉協議会 事業報告・決算書 

【高齢者クラブ数・高齢者クラブ人数】 

※各年年度末、出典：各年事務報告書 

【ふれあい福祉委員数】 
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・あきる野市社会福祉協議会では、ボランティア・市民活動センターを設置し、様々なボ

ランティア団体への登録や活動への支援を行っています。令和元年度からは登録者数が

減少傾向となり、令和５年度の登録者数は 1,625 人となっています。 
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※各年年度末、出典：あきる野市社会福祉協議会資料 

【ボランティア・市民活動センター登録者数】 
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（２）担い手の育成状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・本市が主催する研修を修了した人を地域子ども育成リーダーとして認定しています。長

年の経験、知識、技術を生かした、子どもの学習、スポーツ、文化活動、郷土芸能など

の指導・活動支援や、地域での子供の見守りなどについて活動しています。令和２年度

は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、研修会を開催することができませんでし

たが、平成 30 年度から令和５年度までに、合計 106 人を新規に認定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・介護予防リーダーとは、地域での高齢者が集う場所をつくり、介護予防につながる体操

などを高齢者と一緒に地域へ広めていくボランティアのことです。年に１度、全 12 回の

講座を開催しています。この講座において、平成 30 年度から令和５年度までに、合計 65

人をリーダーとして育成しました。 
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※各年年度末、出典：各年事務報告書 

※各年年度末、出典：各年事務報告書 

【地域子ども育成リーダー新規認定者数】 

【介護予防リーダー養成者数】 
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・認知症サポーターとは、認知症サポーター養成講座を通じて認知症についての正しい知

識を習得し、自分のできる範囲で認知症の人や家族を応援する人です。令和２年度はコ

ロナ禍の影響もあり、十分な講座開催が難しい状況でしたが、養成者数は概ね 1,000 人

前後で推移しています。 
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※各年年度末、出典：各年事務報告書 

【認知症サポーター養成講座実施回数・養成者数】 
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４  アンケート調査からみる施策の評価 

● あきる野市地域保健福祉計画策定のためのアンケート調査の概要 

調査の目的 

「あきる野市地域保健福祉計画」を策定するにあたり、市民の皆さまからいただい

たご意見から地域の実情や福祉等に関する意識を把握し、計画策定の基礎資料を得る

ことを目的として調査を実施しました。 

調査結果は、「あきる野市地域保健福祉計画策定のためのアンケート調査結果報告書」

（令和６年８月）としてまとめられています。 

 

・調査の概要 

調査対象者 
令和６年５月１日現在、あきる野市在住の 18 歳以上の方※

から無作為抽出による 2,000 人（a） 

調 査 期 間 令和６年５月 20 日～令和６年６月３日 

調 査 方 法 
郵送配付、郵送またはインターネットによる回答 

（無記名、自記式）、お礼状形式の督促を１回配布 

回 収 数 
978 票（b） 

（郵送回答：779 票、インターネット回答：199 票） 

回 収 率 48.9％（b/a×100） 

※前回調査では対象年齢を 20 歳以上の方としていましたが、令和４年に成人年齢の引き下げに 

より、今回調査から 18 歳以上を対象としました。 

 

  



◇第２章 あきる野市の地域福祉を取り巻く現状◇ 

34 

 

● 地域の団体・機関の認知度 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地域の制度や団体・機関について、聞いたことがある、あるいは知っているものはあり

ますかと尋ねたところ、「民生委員・児童委員」が 75.5％と最も高く、次いで「あきる野

市社会福祉協議会」が 60.8％、「成年後見人」が 43.1％となっています。 

・前回調査と比較すると、「地域包括支援センター（はつらつセンター）」や「あきる野市

社会福祉協議会」の認知度は増加した一方、「障がい者基幹相談支援センター」や「こど

も家庭センター」の認知度は減少しています。  

民生委員・児童委員

ふれあい福祉委員

健康づくり市民推進委員

あきる野市社会福祉協議会

地域包括支援センター
（はつらつセンター）

こども家庭センター

障がい者基幹相談支援センター

保護司

成年後見人

上記については聞いたことがない・
知っているものはない

無回答

72.8 

43.6 

41.9 

56.8 

35.0 

23.4 

21.5 

10.0 

5.5 

75.5 

39.6 

38.3 

60.8 

40.7 

17.4 

10.6 

32.9 

43.1 

8.5 

3.2 

0% 20% 40% 60% 80%

前回調査 回答数＝972

今回調査 回答数＝978

※「こども家庭センター」＝前回調査の選択肢は「子ども家庭支援センター」 

※「障がい者基幹相談支援センター」＝前回調査の選択肢は「障がい者相談支援センター」 

※「保護司」＝今回調査で新たに追加した選択肢 

※「成年後見人」＝今回調査で新たに追加した選択肢 



◇第２章 あきる野市の地域福祉を取り巻く現状◇ 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地域の制度や団体・機関の認知度について、年齢別でみると、18～19 歳を除いたすべて

の年齢で「民生委員・児童委員」の割合が最も高くなっています。 
・若年層では、「上記については聞いたことがない・知っているものはない」の割合が他の

年代と比べて高くなっています。  
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ー

保
護
司

成
年
後
見
人

上
記
に
つ
い
て
は
聞
い
た
こ
と
が

な
い
・
知
っ

て
い
る
も
の
は
な
い

無
回
答

978 738 387 375 595 398 170 104 322 422 83 31

100.0 75.5 39.6 38.3 60.8 40.7 17.4 10.6 32.9 43.1 8.5 3.2

8 2 3 1 1 2 2 1 0 0 4 0

100.0 25.0 37.5 12.5 12.5 25.0 25.0 12.5 0.0 0.0 50.0 0.0

60 23 9 11 21 11 15 8 3 16 17 3

100.0 38.3 15.0 18.3 35.0 18.3 25.0 13.3 5.0 26.7 28.3 5.0

73 34 15 20 33 28 24 10 11 30 16 1

100.0 46.6 20.5 27.4 45.2 38.4 32.9 13.7 15.1 41.1 21.9 1.4

118 75 17 30 59 36 37 15 27 42 18 1

100.0 63.6 14.4 25.4 50.0 30.5 31.4 12.7 22.9 35.6 15.3 0.8

167 139 57 63 108 86 38 24 59 89 9 3

100.0 83.2 34.1 37.7 64.7 51.5 22.8 14.4 35.3 53.3 5.4 1.8

173 151 77 68 117 70 25 14 76 85 6 2

100.0 87.3 44.5 39.3 67.6 40.5 14.5 8.1 43.9 49.1 3.5 1.2

368 307 205 178 250 162 26 31 142 153 12 19

100.0 83.4 55.7 48.4 67.9 44.0 7.1 8.4 38.6 41.6 3.3 5.2
70歳以上

50歳代

60歳代

30歳代

40歳代
年
齢
別

18～19歳

20歳代

全　体
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● あきる野市の施策について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・以下の①～⑮の施策について、あきる野市はすすんで（充実して）いると思いますかと

尋ねたこところ、『そう思う「とてもそう思う」と「そう思う」の合計』割合が最も高い

のは、①健康づくり、介護予防 45.7％となっており、『そう思わない「あまり思わない」

と「思わない」の合計』を上回っています。 

・一方、『そう思わない』割合が最も高い項目は、⑤道路や建物のバリアフリー化など誰も

が暮らしやすいまちづくり 67.5％、次いで⑧判断能力に不安がある者等への権利擁護、

虐待防止の取り組み 65.0％、⑮ボランティアの支援 62.0％、⑭福祉人材の育成 61.3％、

⑥住民同士で支えあう仕組みづくり 60.2％と続いています。 

　回答者＝978人
『そう
思う』

『そう
思わない』

①健康づくり、介護予防 45.7% 41.2%

②社会参加・生きがいづくり 32.2% 52.7%

③地域における医療体制、
　医療と介護の連携

39.6% 45.6%

④防災・防犯の取り組み 41.0% 44.4%

⑤道路や建物のバリアフリー化など
　誰もが暮らしやすいまちづくり

19.2% 67.5%

⑥住民同士で支えあう仕組みづくり 25.0% 60.2%

⑦地域における見守りの取り組み 39.3% 46.9%

⑧判断能力に不安がある者等への
　権利擁護、虐待防止の取り組み

17.5% 65.0%

⑨生活困窮者への支援 24.4% 59.2%

⑩子ども・子育て世帯への
  支援、サービス

34.9% 48.6%

⑪障がい者（児）への
　支援、サービス

33.4% 49.2%

⑫高齢者への支援、サービス 38.9% 47.8%

⑬差別・偏見のないまちづくり 32.2% 51.7%

⑭福祉人材の育成 22.9% 61.3%

⑮ボランティアの支援 22.4% 62.0%
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17.5 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う
あまり

思わない
思わない 無回答

とても

そう思う
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 １  基本理念 

令和２年３月に策定したあきる野市地域保健福祉計画（以下「前計画」という）では、

自助・互助・共助・公助を基本とした市民との協働のまちづくりを推進することで、全て

の市民が住み慣れた地域で、健康で安心して暮らし、いきいきと活動できることを目指し、

「笑顔あふれる 安心して暮らせる保健福祉都市をめざして」を基本理念とし、様々な取

組を行ってまいりました。 

前計画策定以後も、社会福祉法をはじめとした福祉関連法の改正や、さまざまな地域生

活課題の表出、新型コロナウイルス感染症の拡大など、地域福祉を取り巻く環境は大きく

変化し続けています。 

このような変化から地域福祉推進に向けては、年齢や性別、障害の有無等にかかわらず、

住み慣れた地域で、ともに支え合いながら、安心して暮らすことができるよう、市民の地

域福祉活動への参加や各種環境づくりを進めながら、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、

地域をともに創っていくことが重要となっています。 

本計画ではそのような地域福祉を推進していく上での考え方を踏まえるとともに、「第２

次あきる野市総合計画」の基本理念４「お互いが支え合い、育て合うまちづくりを進めよ

う」の考え方を基に、「みんなが支え合い、育ち合うまち」を基本理念とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本理念 
 

みんなが支え合い、育ち合うまち 
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 ２  基本目標 

本計画では、基本理念である「みんなが支え合い、育ち合うまち」の実現に向けて、２

つの基本目標を設定します。 

 

（１）ゆるやかにつながるまちをめざそう 

身近で困っている人や災害時の助け合いなど、地域生活課題を「我が事」として認識し、

お互いに助け合い、支え合う意識を醸成することが重要となっています。 

このような意識づくりのために、意識の向上を図り、地域全体に福祉のこころを育む取

り組みを進めるほか、地域福祉に関する活動に主体的に参加できる人材や団体の育成・支

援を促進します。 

また、多世代交流の機会を創出することや、誰でも集まることのできる居場所づくりな

どを通して、すべての人が日頃から気軽に挨拶をし、声をかけあい、互いに助けあうこと

ができるような、人と人、人と地域がゆるやかにつながるまちを目指し、地域共生社会の

実現につなげます。 

 

（２）誰ひとり取り残さないまちをめざそう 

支援を求める人に支援が行き届くよう、福祉に関する情報提供をはじめ、行政による相

談はもちろんのこと、地域で活動する各主体による相談も含めた、幅広い、切れ目のない

相談支援体制の充実が重要となっています。 

さらに、複合化・複雑化している地域生活課題に対応するために、各種相談機関の連携

強化が求められるほか、積極的に地域へ出向いたり訪問をしたりすることで悩みや課題を

抱える人を把握し、必要な支援へとつなげる活動も求められています。 

このような課題に対し、包括的な相談・支援体制を構築し、各種関係機関が重層的に支

援を行うことで、誰ひとり取り残さないまちづくりを目指します。 

また、判断能力の不十分な人が財産の管理や福祉サービスの利用を適切に支援できるよ

う、権利擁護の取り組みを推進します。 

あわせて、犯罪や非行をした人たちの円滑な社会復帰の促進についても取り組むことで、

すべての人が支え合いながら安心して生活できる地域を目指します。 
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 ３  計画の体系 

 

 
基本
理念

基本
目標

施　策 施策の展開

ゆ
る
や
か
に
つ
な
が
る
ま
ち
を
め
ざ
そ
う

（１）地域で活動する人や団体への支援

地域のみんながつながる支援

（２）災害時に助け合える支援

（１）地域住民間での交流促進

つながるしくみづくりの推進 （２）地域活動の中心となる担い手の確保・育成

（３）課題を抱える人もそうでない人も気軽に
　　　集まり、安心して通えるような居場所づくり

（１）誰もが暮らしやすい生活環境の形成

つながりやすい環境の整備

（２）人権、福祉に対する意識の向上

（３）成年後見制度の利用促進
　　【成年後見制度利用促進計画】

（４）再犯防止の推進
　　【再犯防止推進計画】

誰
ひ
と
り
取
り
残
さ
な
い
ま
ち
を
め
ざ
そ
う

（１）対象者の属性を問わない相談支援の実施

（２）地域住民の複合化・複雑化した支援ニーズに
　　　対応する包括的な支援体制の整備

隙間なく包括的に受け止める
支援体制の構築

（３）課題を抱えながらも支援が届いていない人の
　　　把握と支援

（４）相談窓口の連携強化と支援の充実

（１）生活困窮者に対する相談・支援等の充実

（２）住宅確保要配慮者等への支援の充実

多様な支援の推進

１

２

１

２

１

２

３

み
ん
な
が
支
え
合
い
、
育
ち
合
う
ま
ち
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 基本目標 ゆるやかにつながるまちをめざそう 
● 現状と課題 
  令和６年５月に実施した市民アンケートの結果から次のような現状と課題があげら

れます。 

 

・市内の町内会・自治会数や高齢者クラブ数、健康づくり市民推進委員数など地域で活動

する人や団体は、５年前と比べて減少しています。【１－①－(１)】 

・単身世帯の増加や近所付き合いに対する意識の変化、また、新型コロナウイルス感染症

拡大の影響などから人と人が接する機会が減少しています。地域のつながりが弱まると、

住民同士の交流が減少し地域での情報共有ができず、孤立する世帯が増え、災害時など

では、支援を必要とする人々が取り残されることも考えられます。ほとんど近所付き合

いをしない人が５年前より増えています。【１－①－(２)、１－②－(３)】 

・近年、豪雨災害や震災などの自然災害が多発しています。地域の防災訓練に参加する人

は３割程度となっており、地域の避難場所やハザードマップを知らない人が約１割とな

っています。【１－①－(２)】 

・地域の行事や活動に参加していない人は半数を超えており、その理由は、「町内会・自治

会に入っていない」「忙しい」「どのような行事や活動があるか知らない」の順で多くな

っています。【１－②－(１)】 

・地域での助け合いやつながりの土台となっている町内会・自治会への加入者は減少して

おり、福祉人材や地域における担い手も不足しています。地域福祉活動を継続的に推進

し、活性化させていくためには、その担い手となる人材の発掘と育成が必要不可欠です

が、過去５年間ボランティアに参加したことがある人の割合は、約２割となっています。

【１－②－(２)】 

・道路や建物のバリアフリー化など誰もが暮らしやすいまちづくりが進んでいない、充実

していないと思っている人が７割程度となっています。【１－③－(１)】 

・「誰もが気軽に手助けができるよう、市民の助け合いの意識を高める」ことが必要だと感

じている人が、５年前と比べて１割減少しています。【１－③－(２)】 

・地域には高齢者、障がい者、外国人、性的マイノリティの人など、多様な住民が生活し

ています。さまざまな社会変化の中で、市民の価値観やライフスタイルも多様化し、そ

れぞれに抱える背景や環境も変化し続けています。【１－③－(２)】 

１

※【 】内は関連する「基本目標」「施策」「施策の展開」の該当番号を示しています。 
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● 施策の方向性 

  現状と課題を整理し、施策の方向性を次のように定めます。 

 

・地域で活動する人や団体を支援することで活性化を促し、活動する人が増えるような取

組が必要です。【１－①－(１)】 

・普段から災害時を想定し避難場所を確認する、備蓄品を準備するなどの個人でできる備

えが重要です。また、地域には自身の力では避難することが難しい人や災害時の情報が

届きにくい人もおり、地域全体で助け合うことが必要です。【１－①－(２)】 

・地域がつながるためには、つながるための支援が必要です。あいさつや声かけによる顔

の見える関係をつくるとともに、地域住民が交流できる機会の充実を図る必要がありま

す。【１－②－(１)】 

・いつまでも安心して住み慣れた地域で暮らし続けるためには、地域のつなぎ役とも言え

る活動の中心となる担い手を増やすことや、年齢や性別等を問わず誰でも気軽に集える

居場所づくりを進める必要があります。【１－②－(２)、１－②－(３)】 

・誰もが暮らしやすい地域にするためにも、バリアフリー化やユニバーサルデザイン化を

促進する必要があります。【１－③－(１)】 

・障害のある人が日常生活を送る上で妨げとなることに対して、負担になりすぎない範囲

で合理的な配慮を行うことや、認知症の人を地域全体で温かく見守る体制づくりなど、

地域での取組を進めることや意識を高めることが重要です。【１－③－(２)】 
・高齢者、障がい者、子育て中の人など、それぞれの特性や困りごとについて認識し、多

様な人間性を認め合うことで、お互いに助け合い、支え合う意識を醸成することが必要

です。【１－③－(２)】 

  

※【 】内は関連する「基本目標」「施策」「施策の展開」の該当番号を示しています。 
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 地域のみんながつながる支援 

● 施策の展開 

（１）地域で活動する人や団体への支援 

 

市では、町内会・自治会や民生委員・児童委員、高齢者クラブ、介護予防リーダー、健

康づくり市民推進委員など、多くの個人や団体が活動を展開しています。 

地域で活動する個人や団体を支援しながら連携・協力を図り、それぞれの活動の活性化

を促進することで、人と人、人と地域がつながることを目指します。 

 

市民のみんなが 

できること 

自ら福祉に関する情報を進んで取り入れ、地域の活動や福祉活動に関心

をもちましょう。 

町内会・自治会、ふれあい福祉委員、健康づくり市民推進委員などの

活動を理解しましょう。 

町内会・自治会など地域で開催される交流のイベントに参加しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市が取り組むこと 

・地域で活動する町内会・自治会、民生委員・児童委員、健康づくり市民推進委員など

の活動を支援します。 

・地域福祉に関する啓発を行うことで、地域のつながりが大切だと感じる市民を増やす

取組を進めます。 

コラム 

 

 

 

１ 

社会福祉協議会では、ボランティア活動を 

行う団体や個人を支援しています。 
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（２）災害時に助け合える地域づくり 
 

すべての人が安心して生活するために、日頃から防災・減災の意識を持って準備をして

おくことや、住民同士の関係作りや地域間における防災意識の醸成、自主防災組織などの

体制づくりに取り組むことで、地域全体で防災に対する力を強めていきます。 

 

市民のみんなが 

できること 

日頃から隣近所の人との顔の見えるつきあいを大切にしていきましょう。 

避難所や避難経路を確認し、避難グッズや食料等を備えておきましょ

う。 

隣近所に住む高齢者、障がい者、妊産婦や乳幼児など、災害時の避難

行動に支援が必要な人を把握しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市が取り組むこと 

・消防団、防災・安心地域委員会及び町内会・自治会の自主防災組織が実施する防災活

動を支援します。 

・避難行動要支援者に対して個別避難計画を作成し、関係機関と連携して災害時に備え

ます。 

社会福祉協議会では、災害ボランティアの養成を行っています。災害発生時には 

市内外からのボランティアを受け入れ、支援を必要とする人とボランティアをつなぎ、 

被災者の生活を復旧・復興するために災害ボランティアセンターを運営します。 
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 つながるしくみづくりの推進 

● 施策の展開 

（１）地域住民間の交流促進 

 

声を掛け合い、お互いの様子を気にかけることで、地域住民のちょっとした変化にも気

付くことができるなど、地域福祉にとって日頃からの近所付き合いは非常に重要です。 

近隣との交流に対する意識の醸成や、地域住民の交流機会を通して、お互いに適度な距

離感を持った、ゆるやかな見守り活動を推進し、みんなで支え合う地域を目指します。 

 

市民のみんなが 

できること 

地域で顔をあわせる人たちと日頃から挨拶や声かけをしましょう。 

イベントなどの情報を広報紙やメール配信、インターネットなどから

入手しましょう。 

地域で開催されるイベントなどに参加しましょう。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市が取り組むこと 

・高齢者クラブ活動支援事業、めざせ健康あきる野 21 推進事業、子育てひろば事業な

どでは、地域の参加者・利用者同士の交流を促進します。 

・さらに参加者が増えるよう、市の広報紙、ホームページ、メール配信などで周知をし、

子育て家庭には、るのキッズＷｅｂやＳＮＳを活用した周知をします。 

コラム 

 

 

 

２ 



◇第４章 施策の展開◇ 

47 

 

（２）地域活動の中心となる担い手の確保・育成 
 

地域福祉活動に関心を持ち、気軽に参加してもらえるよう周知啓発を図ることで、担い

手を確保し育成するとともに、活動の活性化に向けて取り組みます。 

 

市民のみんなが 

できること 

自身も地域福祉の担い手であるという認識をもちましょう。 

町内会・自治会、ボランティア活動などの役割について理解を深め、

活動に協力しましょう。 

地域のために必要なことについて考え、できることから始めてみまし

ょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市が取り組むこと 

・介護予防リーダーや地域子ども育成リーダー、ファミリー・サポート・センターの提

供会員などを養成し、市内で活動してもらえるよう支援をします。 

・新規参加者を増やすために、様々な活動を市民に広く周知します。 

・町内会・自治会連合会と連携しながら、町内会・自治会の加入促進活動を支援します。 

コラム 
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（３）課題を抱える人もそうでない人も気軽に集まり、安心して 
通えるような居場所づくり 

 

交流の場や居場所を充実させ、誰でも気軽に参加できる場・機会の提供などを通じて居

場所づくりを促進します。 

 

市民のみんなが 

できること 

身近な家族・友人・知人に声をかけて、地域行事や集いの場に一緒に参

加しましょう。 

困りごとがあるときは、地域の集いの場などで気軽に相談してみまし

ょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市が取り組むこと 

・健康づくりと介護予防を目的とした地域イキイキ元気づくり事業や地域の協力のもと

実施しているだれでも食堂に年代等を問わず参加できるように工夫することで、地域

の居場所づくりを推進します。 

・新たな居場所づくりに取り組む人を支援します。 

コラム 

社会福祉協議会ではふれあいサロン支援事業を実施し

ており、市内には 24 のサロンがあります。 
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 つながりやすい環境の整備 

● 施策の展開 

（１）誰もが暮らしやすい生活環境の形成 

 

公共施設や交通機関等のバリアフリー化や誰にでも使いやすいユニバーサルデザイン化

を進めるとともに、公共交通の整備や移動支援が充実することで暮らしやすい地域を目指

します。 

 

市民のみんなが 

できること 

公園など公共の場所は自分たちできれいにしましょう。 

障がい者用駐車スペースのルールを守る、点字ブロックの上に駐輪し

ないなど、すべての人が利用しやすい生活環境づくりを心がけましょ

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市が取り組むこと 

・住民の誰もが住み慣れた地域で安心して生活できるよう、バリアフリーやユニバーサ

ルデザインの考え方に基づき、生活環境の整備を推進します。 

バリアフリーとユニバーサルデザインについて 

バリアフリーは、高齢者や障害を持つ人が対象で、バリア（障壁）を取り除くことで

利用しやすくなるように改善することをいいます。一方、ユニバーサルデザインは障

害の有無や年齢、性別、人種等に関わらず、始めから誰でも使いやすいようなデザイ

ンにすることをいいます。 

例えば、段差があるのでスロープを取り付けるのがバリアフ 

リーで、始めから階段をつけずスロープにしておくのがユニ 

バーサルデザインです。 

ピクトグラムは、ユニバーサルデザインのひとつで、小さな 

こどもや外国人、文字の理解が難しい人にも情報を伝えたり 

注意を促したりできます。 

 

非常口 トイレ 

※ピクトグラム例 

３ 

社会福祉協議会では、高齢、障害などで移動が困難な方を対象に、

市民の協力を得て病院への送迎サービスを実施しています。 
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（２）人権、福祉に対する意識の向上 
 

それぞれが違った特徴を持った地域の住民が、互いの個性を尊重していくためには、多

様な存在を知ることがその第一歩となります。 

福祉や多様性に関する知識を習得できるように、研修や出前講座等を通じて幅広く理解

を広めていくことができるよう、支援を促進します。 

また、全ての市民がそれぞれの属性にとらわれず、認め合い、尊重し合う社会を形成す

るために、家庭、学校、職場や地域社会において、一人ひとりが人権や共生社会に対する

理解を深める意識を醸成し、助け合いの輪が広がる地域づくりを進めます。 

 

市民のみんなが 

できること 

高齢者や障がい者、外国人など、さまざまな人と積極的に交流しましょ

う。 

地域で開催される福祉に関する講座やボランティア体験などに参加

してみましょう。 

さまざまな心身の特徴や考え方を持つ人々が、相互に理解を深め、支

え合う「心のバリアフリー」を意識しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市が取り組むこと 

・女と男のライフフォーラム事業などを通して人権福祉に対する意識の向上に向けた取

り組みを進めます。 

・障害者週間における展示イベント、認知症サポーター養成講座などの事業を通して、

お互いを思いやり、認め合える地域づくりを推進します。 

コラム 

社会福祉協議会では、ボランティア活動推進事業 

（啓発講座）に取り組んでいます。 
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 基本目標 誰ひとり取り残さないまちをめざそう 

● 現状と課題 

・市には、様々な相談窓口がありますが、地域における福祉ニーズは多様化し、従来の高

齢者・障がい者・子育てなどを対象とする枠組みの解決策では対応できない課題が増え

ており、必要な支援が届きにくくなっています。【２－①－(１)、２－①－(４)】 

・「8050 問題」や「ヤングケアラー」など制度の狭間にあり、自身の悩みをどこへ相談すれ

ばよいのかわからない、既存の制度では対応しきれないといったケースが増えています。

また、障害がある子を介護する親が高齢になった世帯や、生活困窮の状況にある世帯で

介護が必要になるなど、地域住民の抱える課題は複合化・複雑化する傾向にあります。

【２－①－(２)】 

・ひきこもりなどで相談窓口に自ら行くことができない、支援が必要だと自覚をしていな

いなどで必要な支援が届いていない人がいます。【２－①－(３)】 

・働きたくても仕事がない、家族の介護等のために仕事ができない、物価が高騰している

などの理由で経済的に不安定となる人が増加しています。市に求める保健福祉施策の「生

活困窮者への支援」「就労に困難を抱える人への支援」「社会的孤立、ひきこもり等への

支援」はいずれも２割を超える人が充実すべきと考えています。【２－②－(１)】 

・生活困窮者、高齢者、障がい者、子育て世帯などで、特に居住に課題を抱える住宅確保

要配慮者は、現在の民間賃貸住宅には低家賃の住宅が少ないうえ、連帯保証人、緊急時

の連絡先がいないなどの理由で、入居を拒否されることがあります。【２－②－(２)】 

・高齢化の進行に伴い、認知症により判断能力が十分ではない高齢者等が今後さらに増加

することが推測され、日常的な金銭の管理や必要な福祉サービスを受けるために適切に

契約を結ぶことなどについて支援を行う権利擁護に対するニーズが高まっています。ま

た、成年後見人について聞いたことがある、知っている人は４割を超えています。 

【２－②－(３)】 

・全国的な刑法犯の認知件数（犯罪の発生が認知された件数）は減少傾向にある一方、初

犯者と再犯者の割合では再犯者の比率が上昇傾向にあります。【２－②－(４)】 

  

● 施策の方向性 

・市民が身近なところで気軽に相談ができる体制づくりが必要です。【２－①－(１)】 

・必要としている人に確実に支援を届けるために、分かりやすい情報発信が必要です。 

【２－①－(１)】  

２

※【 】内は関連する「基本目標」「施策」「施策の展開」の該当番号を示しています。 

※【 】内は関連する「基本目標」「施策」「施策の展開」の該当番号を示しています。 
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・地域の中における個人や世帯が抱える複雑で困難な問題解決のために、属性や分野を問

わず相談内容を受け止める重層的な支援体制について整備を進めることが必要です。 

【２－①－(２)】 

・各関係機関が連携し、包括的に支援をするための体制を構築する必要があります。 

【２－①－(２)】 

・窓口で相談を受けるだけでなく、困りごとを抱えているにもかかわらず、ＳＯＳを出す

ことが難しい人や、相談をすることにためらいを感じる人、支援が必要だと自覚をして

いない人などに支援を届けるためのアプローチが重要です。【２－①－(３)】 

・相談窓口やアウトリーチにおいて複合化・複雑化した支援ニーズを把握した際、課題解

決に向けて各関係機関の役割分担や支援の方向性を定めることが必要です。 

【２－①－(４)】 

・生活に困窮している人が、早期に困窮状態から抜け出し自立して生活できるよう支援す

ることが必要です。【２－②－(１)】 

・住宅確保要配慮者の居住について支援するとともに、居住以外に抱えている課題にも対

応することが必要です。【２－②－(２)】 

・判断能力が不十分である人への支援や正しい制度理解の促進を図る必要があります。 

【２－②－(３)】 

・犯罪をした人の多くは、矯正施設に入所、入院することなく地域社会に戻ることになり

ますが、中には社会復帰に向けたサポートが必要な人もいるため、再犯を防止するため

の支援が必要です。【２－②－(４)】 
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 隙間なく包括的に受け止める支援体制の構築 

● 施策の展開 

（１）対象者の属性を問わない相談支援の実施 

 

 高齢者、障がい者、こども等の既存の各分野の相談支援窓口が、相談者の属性を問わず

包括的に相談を受け止め、相談を断らない体制づくりを促進します。 

受け止めた相談のうち、単独の相談支援窓口では解決が難しい場合には、各関係機関と

連携を図りながら支援を行います。 

 

市民のみんなが 

できること 

身近な相談窓口等がどこにあるのか、日頃から調べておきましょう。 

困ったときはひとりで悩まず、近隣の人や相談窓口に相談しましょう。 

周りに支援が必要な人を見つけたときは、相談窓口へつなぎましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市が取り組むこと 

・こども、障害及び高齢者と福祉に関する相談を、担当窓口以外で受けたり、ニーズを

把握した際は、包括的に相談を受け止めニーズに合わせて関係部署につないでいきま

す。 

・相談窓口について、市の広報紙やホームページ等で、分かりやすい情報発信に取り組

みます。 

・高齢者等の相談を受ける地域包括支援センターは市内に３か所あります（東部圏域、

中部圏域、西部圏域）。介護保険・福祉サービスの総合的な相談窓口として高齢者の

生活を支援します。 

・障がい者基幹相談支援センターは、秋川健康会館にあります。総合的・専門的な支援

を必要とするご相談を、面接や電話等でお受けいたします。病院や入所施設から出て

地域での生活を送る際のお手伝いを行います。 

・子育て支援総合窓口は、あきる野ルピアにあります。妊産婦、子育て家庭に対し、必

要なサービスを円滑に利用できるよう、情報提供・助言及び関係機関との連絡調整を

行います。こども家庭センターと連携し、包括的な相談支援を行います。 

１ 
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（２）地域住民の複合化・複雑化した支援ニーズに対応する 
包括的な支援体制の整備 

 

様々な課題を抱えた世帯を、複数の機関が円滑に連携し支援できる体制を整備します。 

 

市民のみんなが 

できること 

周囲で異変や問題に気付いた時は、相談窓口に連絡しましょう。 

困っている人がいたら、相談窓口を教えてあげましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市が取り組むこと 

・市では、母子・父子・女性相談事業、障がい者就労・生活支援事業、地域包括支援セ

ンター、生活困窮者自立支援事業、ヤングケアラー支援体制強化事業などの事業を通

して家族全体を重層的に支援することに取り組みます。 

・社会的孤立・孤独、老老介護、ひきこもり、虐待、８０５０世帯、ごみ屋敷など複合

化・複雑化した問題を抱える世帯を包括的に支援できる体制づくりを進めます。 

 重層的支援体制整備事業とは 

「重層的支援体制整備事業」とは、地域住民の複合化・複雑化した支援ニーズに対

応するために、包括的な支援体制を整備することを目的とし、令和３年４月に社会福

祉法の改正に伴い新たに創設された事業です。 

既存の相談支援や地域づくり支援の取り組みを活かしながら、積極的な働きかけを

通じ、継続的に関わり続ける伴走型支援を行う等の支援体制を整え、「属性を問わな

い相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施するものです。 

 この事業は、令和３年度に全国 42 市町村で実施され、令和５年度には 189 市町村

に拡大しています。あきる野市でも重層的支援体制整備事業の実施に向けて体制の構

築に取り組みます。 
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（３）課題を抱えながらも支援が届いていない人の把握と支援 
 

支援の必要な人を早期に把握できるよう、支援者側が訪問等を行うことで状況を確認し、

必要な支援につなげるアウトリーチの体制づくりを進めます。 

潜在的な支援ニーズを抱える人については、関係機関との連携などを通じて支援にあた

るほか、地域での見守りや異変に気付く仕組みを構築します。 

 

市民のみんなが 

できること 

支援を必要とする人が身近にいないか、日頃から気にかけておきましょ

う。 

近隣や地域とのつながりを意識し、顔の見える関係づくりに努めまし

ょう。 

自分が困った時には、周囲に相談しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）相談窓口の連携強化と支援の充実 
 

各相談窓口の連携を円滑に進むよう調整する機能を構築するとともに、支援につながっ

た後も支援の進捗状況を把握する取組を進めます。 

 

 

 

 

市が取り組むこと 

・専門職によるアウトリーチ機能を構築し、地域の医療機関や関係機関と連携し早期に

課題を把握し、支援につなげる体制づくりを進めます。 

アウトリーチについて 

アウトリーチとは、「手を伸ばす、手を差し伸べる」という意味で、生活上の課題を

抱えていながらも、必要な支援につながっていない人に対し、支援者や支援機関が訪

問を行い、支援やサービスにつながるように積極的に働きかけることです。 

近年、地域間でのつながりが希薄化しており、地域住民が孤立するリスクが指摘さ

れているため、アウトリーチの重要性がますます高まっています。 

市が取り組むこと 

・各関係機関や医療機関、相談窓口の連携、調整を担う仕組みづくりを進めます。 
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 多様な支援の推進 

● 施策の展開 

（１）生活困窮者に対する相談・支援等の充実 

 

生活困窮者の課題を解決するために、早期に自立につなげられるよう相談支援の利用を

促進します。 

 

市民のみんなが 

できること 

生活困窮者の自立支援に関する理解を深めましょう。 

生活に困窮している人など、地域の中で困っている人を発見した場合

は、身近な相談窓口や民生委員・児童委員に知らせましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市が取り組むこと 

・生活困窮者自立支援事業では、自立相談支援や就労準備支援、家計改善支援を通し、

生活保護に至る前の生活全般にわたる困りごとなどの相談を受け、支援をします。 

コラム 

 

 

 

 

２ 
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（２）住宅確保要配慮者等への支援の充実 
 

不動産事業者や居住支援に携わる団体等と、あきる野市の福祉担当課が連携しながら、

生活困窮者、高齢者、障がい者、子育て世帯などの住宅確保要配慮者の住まいに関するき

め細かいサポート体制を整えるとともに、民間賃貸住宅のオーナーに対する支援や情報提

供なども含め、あきる野市居住支援協議会を中心とした住まいの相談体制を推進します。 

 

市民のみんなが 

できること 

今の住まいや、これから先の住まいについて考え、必要があれば相談機

関へ相談しましょう。 

住宅確保要配慮者について理解を深め、周りで困っている人を見つけ

たときは、相談窓口へつなげましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市が取り組むこと 

・市では居住相談窓口を開設し、居住に関する困りごとに対応するほか、相談者が抱

える困りごとを把握し、各関係機関につなぎます。 

コラム 
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（３）成年後見制度の利用促進【成年後見制度利用促進計画】 
 

成年後見制度の利用の促進について、その基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務

等を明らかにし、並びに基本方針その他の基本となる事項を定めること等により、成年後

見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とし、平成 28

年（2016 年）５月に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」（以下「促進法」という。）

が施行されました。 

国は平成 29 年（2017 年）３月に成年後見制度利用促進基本計画（以下「国の基本計画」

という。）を策定し、促進法第 14 条第１項に基づき市町村は、国の基本計画を勘案して成

年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努力するもの

としています。 

これらを踏まえ、本項目を本市における「成年後見制度利用促進基本計画」と位置付け、

「あきる野市地域保健福祉計画」と一体的に策定します。 

 本市では、平成 25 年度からあきる野市社会福祉協議会に福祉サービス総合支援事業及び

成年後見活用あんしん生活創造事業を委託し、成年後見制度推進機関を設置し成年後見制

度の利用促進を図ってきました。令和３年度からは「中核機関」と位置付け、さらに権利

擁護の推進を図っています。 

 高齢化の進行に伴い、認知症等により判断能力に不安を感じる高齢者の増加や、知的障

がい者、精神障がい者の地域移行の促進や、親亡き後の対応、障がい者自身の高齢化等、

今後さらに権利擁護を必要とする人の増加が見込まれます。このため、日常的な金銭管理

や必要な福祉サービスを受けるために適切な契約を結ぶなどの権利擁護に対するニーズは

増加しています。 

 これらのことから、以下の施策に取り組むことで権利擁護の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム 
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市民のみんなが 

できること 

自分自身の人生設計について考えてみましょう。 

心配なことがあるときは、まずは相談してみましょう。 

財産管理や終活等に関する講座や勉強会に参加するなど、理解を深

めましょう。 

判断能力の低下により金銭管理や日常生活の困りごと等を自ら発信

できず支援が必要な人を発見したときは、市や中核機関に相談しま

しょう。 

 

 

 

①権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり 

ア 相談支援機能の強化 

・中核機関において、権利擁護を必要としている人の相談支援を実施し、相談窓口の

周知を図ります。 

・地域で相談や支援を円滑につなぐことができるよう、中核機関と各相談支援機関

との連携強化に取り組みます。 

・権利擁護支援の理解の促進を図るため、法定後見制度、任意後見制度、その他の権

利擁護支援に関する講座等を開催します。  

 

イ 権利擁護支援チームの支援 

・権利擁護支援が必要な人を中心に、本人の状況に応じ、本人に身近な親族等や地域、

保健・福祉・医療の関係者などが協力して日常的に本人を見守り、連携して権利擁

護支援の方針を検討し、本人を支える権利擁護支援チームを形成することができ

るよう支援します。 

・チーム支援を開始した後も、チームが課題解決に向けた対応を適切に行うことが

できるよう、不正防止を含め、必要な支援を行います。 

 

ウ 中核機関のコーディネート機能の強化 

・地域・福祉・行政・司法など異なる立場を有する地域連携ネットワークの関係者が

それぞれの役割を理解し合い、機能を強化するための認識やその方向性を共有す

ることができるよう関係者向けの研修や意見交換の機会を設けます。 

・市長申立てを含め権利擁護に関する支援が必要なケースについて、専門職との連

携により、後見人等候補者の検討・マッチング・推薦のしくみを構築するとともに、

本人の権利擁護、支援方針及びモニタリング等について検討を行います。 

・あきる野市成年後見制度利用促進協議会において、成年後見制度の利用促進に関

市が取り組むこと 



◇第４章 施策の展開◇ 

60 

 

する意見交換、情報共有等を行うことにより、地域連携ネットワークの強化を図り

ます。 

 

 

②担い手の確保・育成等の推進 

ア 法人後見の実施    

・あきる野市社会福祉協議会において、法人後見業務を開始することにより後見業

務等に関する経験値を高め、地域における後見活動の更なる推進を図ります。 

・社会福祉協議会以外の法人後見の担い手の育成について、調査研究を進めます。 

 

イ 市民後見人の養成 

・市民後見人の養成について、近隣自治体の状況を把握するとともに実施の方法に

ついて検討を進めます。 

・法人後見業務を実施するあきる野市社会福祉協議会において、後見支援員等の担

い手の育成を進めるとともに、市民後見人のフォローアップ体制について検討し

ます。 

 

ウ 後見人等の支援 

・制度の利用者や後見人等からの相談を受け付け、状況により市や家庭裁判所と連

絡調整するなど、包括的に後見人等を支援し関係者との連携を強化します。 

・意思決定支援や、後見人等の役割についての理解を促進するための取組を実施し

ます。 

 

 

③市長申立ての適切な実施と成年後見制度利用支援事業の推進 

・身寄りのない人等への支援や虐待事案等においては、市長申立てを適切に実施し

本人の権利擁護に努めます。 

・成年後見制度利用支援事業について、市ホームページ等で周知を行います。また、

国の動向や近隣自治体の状況の把握に努め、適切に実施するために必要な見直し

を含め、検討します。 
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■ 成年後見制度とは 

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害等で判断能力が不十分な人のために、

法律的に権限を与えられた援助者（成年後見人等）が、本人に代わって財産管理や契約手

続き等を行うことにより、法律面や生活面で支援をする制度です。 

成年後見制度には、①法定後見制度と②任意後見制度 の２種類があります。 

 

判断能力が不十分なために自分自身で財産管理や法律行為を行うことが難しい場合、家

庭裁判所が適任と思われる援助者を選任し、本人を支援する制度です。 

本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の３種類があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

判断能力が低下した時に備えて、将来「支援してほしい人、支援してほしい内容」をあ

らかじめ契約書で決めておきます。本人の判断能力が低下した時に、家庭裁判所に申立て

を行い、契約書に基づき支援を受けることができる制度です。 

 

■ 地域連携ネットワークとは 

各地域において、現に権利擁護支援を必要としている人も含めた地域に暮らす全ての人

が、尊厳ある本人らしい生活を継続し、地域社会に参加できるようにするため、地域や福

祉、行政などに司法を加えた多様な分野・主体が連携するしくみです。 

「権利擁護の相談支援」、「権利擁護支援チームの形成支援」、「権利擁護支援チームの自

立支援」の３つの機能があります。 

■ 中核機関とは 

地域連携ネットワークのコーディネートを担う中心的な機関です。 

あきる野市では、あきる野市社会福祉協議会を中核機関として位置付け、成年後見制度

に関する講座や相談会を実施したり、市民や関係機関からの様々な相談に対応しています。 

① 法定後見制度 

② 任意後見制度 

補助 補佐 後見

対象となる人 判断能力が不十分な人
判断能力が著しく不十分な
人

判断能力が欠けているのが
通常の状態の人

成年後見人等が
利用できる行為

一部の契約・手続等の
同意・取消や代理

財産上の重要な契約等の
同意・取消や代理

すべての契約等の
代理・取消
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（４）再犯防止の推進【再犯防止推進計画】 

近年の刑法犯検挙者中の再犯者数は着実に減少していますが、初犯者が大幅に減少して

いることもあり、刑法犯により検挙された者の約半数は再犯者という状況が続いています。

犯罪をした人の中には、安定した仕事や住居がない人、高齢者や障がい者などの福祉的な

支援が必要な人など地域社会で生活する上で様々な課題を抱えている人が多く存在します。

このような状況から社会復帰することができず、再犯につながってしまう人がいることか

ら、犯罪をした人の立ち直りを支え、社会に受け入れることが課題となっています。 

このため、再犯の防止等に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の

責務を明らかにするとともに、再犯の防止等に関する施策の基本となる事項を定めること

により、再犯の防止等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民が犯罪によ

る被害を受けることを防ぎ、安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目的と

し、平成 28 年（2016 年）12 月に「再犯の防止等の推進に関する法律」（以下「推進法」と

いう。）が施行されました。 

国は平成 29 年（2017 年）12 月に再犯防止推進計画（以下「国の基本計画」という。）を

策定し、推進法第８条第１項に基づき市町村は、国の基本計画を勘案して再犯の防止等に

関する施策についての基本的な計画を定めるよう努力するものとしています。 

これらを踏まえ、本項目を本市における「再犯防止推進計画」と位置付け、「あきる野市

地域保健福祉計画」と一体的に策定します。 

 

 

市民のみんなが 

できること 

犯罪や非行のない安全・安心な地域社会となるよう、地域の見守りや声か

けなどをしてみましょう。 

犯罪をした人が地域の中で立ち直ろうとしていることを理解しまし

ょう。 

「社会を明るくする運動」について理解を深めましょう。 

 

 

 

 

①就労・住居の確保 

ア  不安定な就労が再犯の要因となっていることから、就労を希望する人に対し、生

活困窮者自立支援制度や障がい者就労支援、ハローワーク、シルバー人材センター

等と連携し、就職や職場定着に向けた相談や支援につなぎます。 

市が取り組むこと 



◇第４章 施策の展開◇ 

63 

 

イ  地域社会において安定した生活を送るためには、適切な帰住先が確保されること

が重要です。このことから、居住相談窓口や居住支援団体と連携した入居促進と入

居後の居住支援に取り組みます。 

 

 

②保健医療・福祉サービスの利用の促進及び適切な相談支援 

ア  高齢者の 2 年以内再入率は他の世代に比べて高く、また知的障害のある受刑者に

ついては、一般に再犯に至るまでの期間が短いことが明らかとなっています。このこ

とから、必要な保健医療・福祉サービスが速やかに適切に提供されるよう関係機関・

団体と連携して対応します。 

 

イ  保護観察対象者に必要な保健医療・福祉サービスが提供されるよう、保護司に対す

る情報提供を行うとともに連携を図ります。 

 

ウ  東京都は、「犯罪お悩みなんでも相談」窓口を設置し、万引き、暴力などの犯罪行

為をしてしまう人やその家族、支援に携わる人などを対象に、あらゆる犯罪に関する

相談を電話やメールで受け付け、適切な助言や、支援機関の紹介などを行っています。

社会福祉士や精神保健福祉士が話を聴き、本人の状況や生活環境等を的確に把握し、

福祉などの適切な支援につなげています。 

「犯罪お悩みなんでも相談」について市ホームページ等で周知し、悩みを抱えてい

る人を支援します。 

 

③非行の防止及び学校等と連携した修学支援の実施 

ア  「社会を明るくする運動」の取組として、非行防止等について、学校と保護司が情

報交換を行い連携を強化するため、学校訪問を実施します。 

 

イ  非行等により通学や進学を中断した保護観察対象者について、修学を支援するた

め、学校や保護観察所、保護司等が連携し、立ち直りを支援します。 

 

④民間協力者の活動の促進 

ア  保護司は、地域の事情などを良く理解し、保護観察官と協働して、保護観察対象者

に面接を通じた助言や指導を行います。また、受刑者等が社会復帰する環境への働き

かけなども行っています。 
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保護司活動を円滑に行うため、保護観察対象者との面接場所として公共施設の会議

室等の確保を支援します。また、保護観察対象者の困りごと等に対応するため、福祉

施策等の情報を提供し、適切な関係機関につながるよう支援します。 

 

イ  保護司については、高齢化や活動に伴う精神的な負担等により新規の担い手不足

が課題となっています。更生保護活動を持続させるために、西多摩地区保護司会あき

る野分区と連携し適切な人材の確保に努めます。 

 

ウ  再犯防止等に取り組む西多摩地区保護司会あきる野分区、あきる野市更生保護女

性会、西多摩地区保護観察協会等の活動について、研修場所の確保や周知等の支援を

行います。 

 

⑤再犯防止に関する広報・啓発活動の推進 

ア  「社会を明るくする運動」は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行を

した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場で力を合わせ、犯罪や非行の

ない安全で安心な地域社会を築くための全国的な運動です。あきる野市では市長を

推進委員長とし、保護司を中心とした「推進委員会」を組織し、この運動に関する地

域の理解を深めるため、広報・啓発活動を行います。 

 

イ  非行防止や薬物依存、少年法、社会を明るくする運動等について、学校において子

ども達に啓発するための活動を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム  
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第５章 

計画の推進に向けて 
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 １ 計画の推進体制 

 
（１）あきる野市地域保健福祉計画策定・推進委員会 

学識経験者、市民の代表、市内の保健福祉関係者、関係行政機関の職員によって組織

している「あきる野市地域保健福祉計画策定・推進委員会」において、本計画の進捗状況

の点検及び評価を行い、本計画の進行管理を行います。 

 

（２）あきる野市福祉サービス連携推進会議 

庁内関係各課の職員によって組織している「あきる野市福祉サービス連携推進会議」

において、本計画の推進及び進行管理に関する意見交換や調整を行い、「あきる野市地域

保健福祉計画策定・推進委員会」に意見・提言を行います。 

 

（３）計画の周知 

本計画は、行政だけではなく、市民、地域活動の担い手、関係機関が互いに連携・協力

しながら取り組んで行くことが重要であることから、本計画について理解をしてもらう

ため、市広報紙やホームページなど多様な媒体を活用するとともに、さまざまな機会を

通じて本計画を周知していきます。 
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 ２  ＰＤＣＡサイクルに基づく計画の推進 

計画を着実に進めて行くには、計画を立案（Ｐｌａｎ）し、実行（Ｄｏ）し、基本目標の

達成に向けて適切に評価（Ｃｈｅｃｋ）し、必要に応じて改善（Ａｃｔｉｏｎ）すること

ができるよう、マネジメントサイクル（ＰＤＣＡ）を活用して進捗管理することが必要で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

①計画（Ｐｌａｎ） 

計画として、本計画を策定し、施策・事業の方向性などを示します。 

 

②実行（Ｄｏ） 

実施に当たっては、本計画及び関連する個別計画の担当課を中心に、関係各課と連携

を図り、本計画に関連する施策・事業の実施を推進します。 

 

③評価（Ｃｈｅｃｋ） 

評価については、個別計画にある関連する施策・事業の進捗状況を関係各課において

管理・評価するとともに、施策の推進に関連する事業などについて、毎年その進捗状況

を「あきる野市地域保健福祉計画策定・推進委員会」において検証します。 

 

④改善（Ａｃｔｉｏｎ） 

評価・検証の結果、改善の必要があると認めるときは、計画内容を変更する、実施・推

進のあり方を見直すなどの取組を進めます。 

 

  

計 画 

Ｐｌａｎ 

実行 

Ｄｏ 

評価 

Ｃｈｅｃｋ 

改善 

Ａｃｔｉｏｎ 
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 ３  計画評価のための指標の設定 

計画の推進による施策の効果の評価を行うため、指標を設定します。計画に関連する取

組について「あきる野市地域保健福祉計画策定・推進委員会」において報告し、進捗状況

を検証するとともに、次期計画策定時に実施するアンケート調査をもとに量的データを分

析し計画を見直します。 

基本目標 施 策 評価のための指標 

ゆ
る
や
か
に
つ
な
が
る
ま
ち
を
め
ざ
そ
う 

地域のみんながつながる

支援 

◆指標：地域の行事や活動への参加頻度 

◇根拠：アンケート調査 

「あなたは、お住まいの地域の行事や活動にどの程度参

加されていますか」 

★計画策定時の最新実績値（令和６年度調査） 

「よく参加している・ときどき参加している（合算）」 

41.6％ 

◆指標：地域の防災訓練への参加頻度 
◇根拠：アンケート調査 
「あなたは、地域の防災訓練にどの程度参加しています

か」 
★計画策定時の最新実績値（令和６年度調査） 

「毎回参加している・ときどき参加している（合算）」 

30.4％ 

つながるしくみづくりの

推進 

◆指標：今後のボランティア活動への参加意欲 

◇根拠：アンケート調査 

★計画策定時の最新実績値（令和６年度調査） 

「ぜひ取り組みたい・可能な範囲で取り組みたい 

（合算）」 34.9％ 

 

◆指標：地域住民の交流 

◇根拠：アンケート調査 

「あなたは隣近所の方と、どのようにお付き合いされて

いますか」 

★計画策定時の最新実績値（令和６年度調査） 

「ほとんど近所づきあいをしない・ほとんど顔も知らな

い（合算）」13.9％ 

 ２ 

１ 

 
１
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つながりやすい環境の 

整備 

◆指標：福祉意識の向上 

◇根拠：アンケート調査 

「あきる野市はすすんでいると思いますか」 

★計画策定時の最新実績値（令和６年度調査） 

「差別・偏見のないまちづくり」  

「とてもそう思う・そう思う（合算）」32.2％ 

基本目標 施 策 評価のための指標 

誰
ひ
と
り
取
り
残
さ
な
い
ま
ち
を
め
ざ
そ
う 

隙間なく包括的に 

受け止める支援体制の 

構築 

◆指標：相談支援等に関する機関の認知度 

◇根拠：アンケート調査 

★計画策定時の最新実績値（令和６年度調査） 

「あきる野市社会福祉協議会」 60.8％ 

「地域包括支援センター（はつらつセンター）」 40.7％ 

「こども家庭センター」 17.4％ 

「障がい者基幹相談支援センター」 10.6％ 

◆指標：相談支援の体制整備状況 

★計画期間中に新たに構築された体制や支援した事例

について 

多様な支援の推進 

◆指標：相談支援の状況 

★支援した事例（生活困窮者や住宅確保要配慮者）につ

いて 

◆指標：成年後見制度に関する認知度 

◇根拠：アンケート調査 

★計画策定時の最新実績値（令和６年度調査） 

「（成年後見制度について）聞いたことがある」 58.8％ 

◆指標：再犯防止に関する取組に関する認知度 

◇根拠：アンケート調査 

★計画策定時の最新実績値（令和６年度調査） 

「（社会を明るくする運動・保護司の活動について）両

方とも聞いたことがある」 19.5％ 

１ 

２ 

３ 

２


